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護
補
助
業
務
（
入
院
患
者
の
食

事
の
世
話
や
入
浴
・
排
せ
つ
の

介
助
、
シ
ー
ツ
交
換
な
ど
）。

勤
務
時
間　

１
日
７
時
間
45
分

の
週
５
日
勤
務（
②
は
早
出
が

あ
り
ま
す
）。

試
験
内
容　

面
接
。
試
験
日
程

は
別
途
通
知
し
ま
す
。

申
込
方
法　

１
月
29
日
㊎
ま
で

に
、
履
歴
書
を
郵
送
ま
た
は
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
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６
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市
内
栖
本
町
馬
場
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５
６
０

－
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栖
本
病
院
☎
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２
１
６
５

　
経
済
的
理
由
で
就
学
が
困
難

な
市
内
の
小
・
中
学
校
に
在
学

す
る
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
に
、

就
学
に
必
要
な
学
用
品
な
ど
の

経
費
の
一
部
を
援
助
し
ま
す
。

対
象　

生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
人
ま
た
は
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人
（
所
得
の
状
況
に

よ
っ
て
は
対
象
に
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
）。①
生
活
保
護

が
廃
止
ま
た
は
停
止
と
な
っ
た

人
②
市
民
税
が
非
課
税
の
人
ま

た
は
減
免
を
受
け
て
い
る
人
③

個
人
事
業
税
ま
た
は
固
定
資
産

税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
国
民

年
金
保
険
料
の
減
免
な
ど
を
受

け
て
い
る
人
④
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
し
て
い
る
人
な
ど
。

申
込
方
法　

在
学
生
の
保
護
者

は
各
小
・
中
学
校
が
指
定
す
る

日
、
長
子
が
新
小
学
１
年
生
と

な
る
保
護
者
は
４
月
13
日
㊌
ま

で
に
、
申
請
書
な
ど
を
各
小
・

中
学
校
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
新
小
・
中
学
１
年
生
の
保
護

者
（
市
内
に
住
所
が
あ
る
人
に

限
る
）
は
、
援
助
費
の
う
ち
入

学
に
必
要
な
学
用
品
・
通
学
用

品
の
経
費
の
一
部
を
入
学
前
に

受
給
で
き
ま
す
。
希
望
者
は
２

月
10
日
㊌
ま
で
に
、
申
請
書
な

ど
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
生

活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
は
入

学
前
の
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
。

□申
□問
各
小
・
中
学
校

□問
本
庁（
別
館
）・
学
校
教
育
課

　
４
月
１
日
か
ら
市
臨
時
職
員

と
し
て
勤
務
を
希
望
す
る
人

は
、「
臨
時
職
員
登
録
名
簿
」

へ
の
登
録
が
必
要
で
す
。

　
登
録
を
希
望
す
る
人
は
、
１

月
29
日
㊎
ま
で
に
申
込
用
紙
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
期
限
後

も
随
時
受
け
付
け
ま
す
）。

職
種　

事
務
、
労
務
、
保
育
士
、

栄
養
士
、
給
食
、
そ
の
他
。

登
録
期
間　

平
成
28
年
４
月
１

日
㊎
〜
同
29
年
３
月
31
日
㊎
。

※
登
録
後
、
雇
用
の
必
要
が
あ

る
と
き
に
各
課
で
面
接
を
行
い

決
定
し
ま
す
。

※
雇
用
期
間
は
原
則
、
更
新
を

含
め
て
６
カ
月
以
内
。

□申
□問
本
庁
・
総
務
課

職
種
・
予
定
人
員　

①
給
食
調

理
員
…
１
人
程
度
②
看
護
補
助

員
…
１
人
程
度
。

勤
務
場
所　

栖
本
病
院
。

業
務
内
容　

①
給
食
調
理
業
務

（
食
材
の
切
り
込
み
、調
理
、
配

膳
や
食
器
の
洗
浄
な
ど
）②
看

行
　
政

臨
時
職
員
名
簿
へ
の

　
　
　
　

登
録
に
つ
い
て

市
立
栖
本
病
院
の

臨
時
職
員
を
募
集
し
ま
す

平
成
28
年
度
の
就
学
援
助
の

申
請
を
受
け
付
け
ま
す

□問本庁・防災危機管理課

□申…申し込み先　□郵…郵送先　□Ｆ…FAX　□Ｍ…メールアドレス　□Ｈ…ホームページ　※申請書などは□申に備え付け。
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問い合わせ先

牛  深☎732111・有  明☎531111
御所浦☎672111・倉  岳☎643111
栖  本☎663111・新  和☎462111
五  和☎321111・天  草☎421111
河  浦☎761111

天草市役所・市庁舎別館☎㉓1111
〒863-8631 天草市東浜町8番1号

支　所

本　庁

No.235

１1515

平成28年平成28年

人が輝き 活力あふれる 日本の宝島“天草”

自主防災組織
　リーダー養成講演会
と　き　２月９日㊋ 午後２時～同４時20分
（同１時30分開場）
ところ　天草市民センター体育館
対　象　どなたでも。
内　容
①〔演題〕熊本県の防災体制について
　〔講師〕有浦隆氏
　（県危機管理防災課危機管理防災企画監）
②〔演題〕自主防災組織の役割について
　〔講師〕堤正治氏（同課参事）
③〔展示〕気象に関する展示
　（熊本地方気象台）
定　員　300人（事前の申し込みは不要）。

入場
無料


